
６月 令和７年6月下旬

９月 令和７年９月下旬

12月 令和７年１２月下旬

３月 令和８年３月下旬

(抽選会場・時間につきましては募集住宅一覧をご確認ください）

　　　目　　　　　　　次

　■　申込みから入居までの流れ

　■　申込みの手順について

　■　申込資格 確認フローチャート

　■　申込資格 （所得基準・所得算出方法）

　■　資格要件 （特殊事情）

　■　抽選に際しての優遇措置

　■　申込用紙の記入例

定期募集案内書の配布場所

■　宮城県住宅供給公社　本社

■　宮城県住宅供給公社　東部支社

■　石巻市役所 住宅課 ・各総合支所 ・各支所

各募集期間中の土日祝日は、宮城県住宅供給公社(本社）で配布しております。

２. 入居の募集は、下表のとおり年４回行います。（６・９・１２・３月）

宮城県住宅供給公社

市営住宅 応募の手引き

１. 市営住宅とは、住宅に困っている市民のための公的な賃貸住宅です。

石巻市

（ 令 和 7 年 度 ）

３. 募集住宅は別紙の「定期募集住宅一覧（募集月ごとに更新）」をご覧下さい。

　  また、専用の申込用紙となりますので、東部支社までご連絡ください。

◆主な募集スケジュール（変更になる場合があります）

募集月
定期募集住宅一覧

等の配布
申込受付期間

（最終日の郵便消印有効）
抽　選　日 入居可能日

５. お申し込みは郵送のみ有効です。（郵便消印日に注意願います）

４. 特定公共賃貸住宅のお申し込みは申込資格が市営住宅と異なります。

　　別紙の「石巻市営住宅常時募集について（募集月ごとに更新）」をご確認ください。

６. 申込者が多数の場合、抽選の上、仮当選者を決定いたします。

７. 入居契約時に、連帯保証人（市内在住・所得のある方）が１名必要です。

令和７年６月１日 令和7年6月1日～12日 令和７年7月下旬

令和７年９月１日 令和7年9月1日～12日 令和7年10月下旬

ページ

　　1ページ

　　３ページ

　　４ページ

　　５ページ

R8.3月版

８. 入居契約時に、敷金（３か月）等の納入が必要です。

　１２ページ

　１３ページ

　仙台市青葉区上杉一丁目１番２０号

　１１ページ

令和７年１２月１日 令和7年12月1日～12日 令和８年1月下旬

令和８年３月１日 令和8年3月1日～12日 令和８年4月下旬

【お問合せ先】

〒986-0812

石巻市東中里一丁目11番2号

宮城県住宅供給公社 東部支社（募集班）

（0225）85-0296



１２月１日～１２日

９月１日～１２日 9月中旬 9月下旬 9月下旬

12月中旬 12月下旬 12月下旬

受付期間 発送日 抽選日 発送日

 ※ 次のような方は
申込まれても

失格となります。
ご注意願います。

●重複して申込ま
れた場合

●受付期間を過ぎ
て申込みをした場
合

●記載内容が不明
瞭な場合

●申込資格要件に
該当しない場合

抽選結果通知(ハガ
キ)は申込者全員に
送付します。

※ 申込みの際、
通知用のハガキに
切手を貼り忘れな
いようお願いしま
す。

抽選結果は以下の
方法でお知らせしま
す。

●抽選結果通知書
(ハガキ)

　申込みから入居までの流れ (月日につきましては、予定日を記載しております。）

 １ 申込みから抽選まで

６月１日～１２日 6月中旬 6月下旬 6月下旬

　　　（４）騒     音

 ３ 公営住宅に入居するにあたって
 次のような重大なルール及びマナー違反は、退去事由となります。

　　　（１）家賃の滞納　　　　　　　（５）迷惑行為

　　　（２）動物飼育・餌付け

　　　（３）違法駐車

３月１日～１２日 3月中旬 3月下旬 3月下旬

抽選番号
通 知

受付者全員にハ
ガキで抽選番号
を通知します。

抽 選 会

抽選は公開で行
います。抽選会は
欠席されても当
落に関係ありま
せん。

申込受付
(郵送のみ)

申込書に必要事

項を記入のうえ、

郵送で申込みま

す。

仮当選通知

入居資格審査の
日時・場所を通知
します。

名 簿 登 録

申込みしていた住宅で

辞退等が出て、入居が

可能になりましたら公

社から登録番号順に

住宅を斡旋する連絡

をいたします。

次回募集へ

失効

落 選

仮当選

抽選月の翌月までに辞

退等が無かった場合は、

名簿登録は失効しますの

で、再度申込み願います。
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10月上旬 10月中旬 10月下旬 10月下旬

1月中旬 1月下旬 1月下旬1月上旬

7月中旬 7月下旬 7月下旬

　 　

資格確認 契約書類発送日

※ 入居資格の

ない方は失格と
なります。
ご注意願います。

入居説明 入居予定日

 ２ 仮当選から入居まで

7月上旬

　　　　※敷金の納入は契約前までに納入していただくことになります。

 ４ 入居契約について
入居契約時には次の手続きが必要となります。

（１）連帯保証人（所得のある方）が１名必要です。

（２）敷金（家賃の３か月分）と入居月の日割家賃の納入が必要です。

　　　　 ※入居可能日から日割家賃が発生します。また入居可能日を変更することはできません。

４月下旬4月上旬 4月中旬 ４月下旬

入 居

※ 入居可能日から

７日以内に入居し

ていただきます。

入居資格

確 認

当選した方は、

入居にあたって

資格の審査を行

います。

契約書類
発 送

契約の締結に必
要な書類を送付
します。

入居説明会
契約締結

契約手続きや入
居に関しての注
意事項などを説
明します。

必要

ご注意願います！！
仮当選を放棄したり、斡旋の辞退をすると、

１年間、住宅困窮者では無い方と認定し、他の

申込者を優先いたします。また、多数回落選カ

ウントも「０」に戻ります。

(例) 6月の募集に仮当選したが、辞退した。

→来年の6月まで、他の申込者が優先される。

※ 入居契約時には，下

記の「４ 入居契約につい

て」の手続きが必要です。

契約書類等の審査の後、

鍵の引渡しとなります。
※契約書類に不備があると、

鍵の引渡しができません。
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　申込みの手順について

1． あなたの家族構成（申込世帯の状況）を確認します。

2． ４ページの「申込資格フローチャート（あなたは申込資格がありますか？）」

において、あなたの「申込世帯の状況」が申込資格要件の範囲内か確認します。

3． １１ページの「市営住宅の資格要件 （ 特殊な事情等がある場合 ）」において、

あなたの「申込世帯の状況」が申込資格要件の範囲内か確認します。

4． ６ページからの「月額所得の算出について」をご覧になり、あなたの月額所得

が所得基準額の範囲内かどうか確認します。

6． 確認後、申込みできる方は、同封の「市営住宅申込用紙」を準備します。

7． １３ページの「住宅申込用紙の記入例」をご覧になり黒のボールペンでていねいに

記入します。

5． 申込みする住宅は、別紙の「定期募集住宅一覧」から選びます。

（募集していない住宅に申込みをされた場合は、失格となります。）

8． あなたの世帯が「抽選に際しての優遇措置」に該当するか１２ページで確認

してください。（該当する場合は、必ず申込用紙に○を付けてください。）

9． 受取用の郵便ハガキ（２枚）に受取先の住所・氏名を記入し、切手をそれぞれに

貼ります。

10．受付期間中に申込用紙を専用封筒に入れ１4０円切手を貼って郵送します。

１世帯１団地だけ

の申込みです。
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単身入居の要件 単身で入居を申込みされる際は、いずれか一つの要件を満たす必要があります。

　・申込時点で満６０才以上の方

　・身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が１級から４級までの方

　・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が１級から３級までの方

　・療育手帳（Ａ～Ｂ判定）の交付を受けている方

　・障害福祉サービス受給者証・特定疾患医療受給者証・障害者控除対象者認定書の交付を受けている方、

　  または受ける程度の方

　・生活保護を受けている方

　・配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するＤＶ被害者 など

※その他の、単身入居の要件については、別紙「募集住宅一覧」を参照。

　※募集住宅一覧に記載されている、荻浜・河北・雄勝・北上・牡鹿地区の住宅は、単身要件を満たしていなくても応募できます。

　　 申込資格確認フローチャート （あなたは申込資格がありますか？）

いいえ

申込み

できません。

申込みできます。

住宅に困っていますか？ いいえ

「月額所得の算出について」をご覧になり計算してください。

（６～１０ページを参照）

５ページの【裁量階層世帯】に

該当しますか？

月額所得が

１５万８千円以下

ですか？

月額所得が

２１万４千円以下
ですか？

は
い

いいえ

いは

資格要件に該当しますか。

（11ページ1 参照）

所得がない。

はい

いいえ

は
い

申込み

できません。

申込み

できません。

申込み

できません。

申込み

できません。

申込み

できません。

夫婦や親子を主体とした家族であ

る。（※夫婦の別居等、世帯を不自

然に分割していない。）

いいえ

持ち家がありますか？

えいい

いいえ
いいえ

市町村民税その他市町長が定める地方税及び

公営住宅（以前居住分も含む）家賃等を滞納していない。

申込み世帯員の中に暴力団員はいない。 いいえ

いは いは

いは

いは

いいえ

いは

いは

資格要件に該当しますか。

（11ページ2・3・5 参照）

単身での入居の場合は、ページ下部の

単身要件を満たしていますか。

いいえ
申込み

できません。
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　　　　　　　　　　　　※　災害公営住宅（復興公営住宅）に一般募集で入居した方は、公営住宅法に基づく家賃となります。

公営住宅の資格（所得基準）確認 ※注意
特定公共賃貸住宅については、資格が異なりますので、
別紙「石巻市営住宅常時募集について」をご確認ください。

しかし、裁量階層世帯の場合は「入居所得基準額」が

緩和されます。

控除後の月額所得は、

６～１０ページの

「月額所得の算出」

で計算します。

公営住宅に申込みをする場合には、

「直近年の控除後の月額所得が１５万８千円以下」

でなければ申込みできません。

１ 高齢者世帯
（１）満６０歳以上の単身の方

（２）満６０歳以上の方で構成された世帯

（１８歳未満の方を含んでも良い）

２ 子育て世帯
（１）小学校就学前の子供がいる世帯

３ 障害のある方等を含む世帯
（１）障害のある方がいる世帯

①身体障害者手帳（１～４級）の交付を受けている方

②精神障害者保健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている方

③療育手帳（Ａ・Ｂ判定）の交付を受けている方

④障害福祉サービス受給証・特定疾患医療受給者証・障害者控除対象者認定書の交付を受けている方

または交付を受ける程度の方

（２）その他

①戦傷病者 ②原子爆弾被爆者 ③５年以内の引揚者 ④ハンセン病療養所入所者

裁量階層世帯・・・次の世帯については、21万４千円以下で申込みできます。

収入分位と家賃のランク・・公営住宅の家賃は月額所得に応じて決定されます。

申込日が

基準日となります。

Ｅ

裁量階層
186,001 円 ～ 214,000 円 ６ Ｆ

158,001 円 ～ 186,000 円 ５

Ｃ

139,001 円 ～ 158,000 円 ４ Ｄ

123,001 円 ～ 139,000 円 ３

Ａ

一般階層 104,001 円 ～ 123,000 円 ２ Ｂ

（裁量階層
以外の世帯）

0 円 ～ 104,000 円 １

階　層 月額所得（通常の公営住宅） 収入
分位

家賃
ﾗﾝｸ
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円 円

世帯所得の合計 控除額の合計 月　額　所　得

１２か月❶ ー ❷ ÷ ＝円

ｈ 振替基礎控除 　給与所得または公的年金に係る雑所得（給与所得等）を有する方  １０万円　×（　　　）人　＝
※ 給与所得等が10万円未満のときはその金額 円

合　計　（a＋b＋c＋d＋e＋f＋ｇ＋ｈ） ❷
円

f 寡婦控除

　次の①または②のいずれかに当てはまる方で、ひとり親控除の対象ではない方
　①　夫と離婚した後婚姻していない方で、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円
以下の方

　②　夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない一定の方※１

で、合計所得金額が500万円以下の方
※１　夫の生死が明らかでない一定の方としてどのような場合が認められるのかについ
ては、別途お問い合わせください。

 ２７万円　×（　　　）人　＝
※「h 振替基礎控除」を控除後の所得が
27万円未満のときはその金額

円

ｇ 老人扶養控除
  老人配偶者控除

　満７０歳以上の同一生計配偶者あるいは扶養親族がいる場合  １０万円　×（　　　）人　＝
円

ｅ ひとり親控除

　現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない一定の方※1で、生計を一

にする子※２がいる方で、合計所得金額が５００万円以下である方
※１　配偶者の生死が明らかでない一定の方としてどのような場合が認められるのかに
ついては、別途お問い合わせください。
※２　この場合の子は、合計所得金額が一定金額以下で、他の方の同一生計配偶者や扶
養親族となっていない方に限られます（子の年齢に制限はありません）。

 ３５万円　×（　　　）人　＝
※「h 振替基礎控除」を控除後の所得が
35万円未満のときはその金額

円

円

ｄ 特別
　 障害者控除

　重度の障害のある方がいる場合
（身体１・２級、精神１級、療育Ａ判定）  ４０万円　×（　　　）人　＝

円

ｃ 障害者控除
　障害者手帳（身体・精神・療育）または障害者控除対象者認定書の
交付を受けている方がいる場合　※特別障害者控除対象者を除く  ２７万円　×（　　　）人　＝

円

円
合　計

円 円 円
❶

　親族控除のほかに1人につき

b 特定扶養
　 親族控除

　扶養親族（配偶者は除く）及び遠隔地扶養親族のうち
満１６歳以上２３歳未満の方  ２５万円　×（　　　）人　＝

控除の種類 控除の内容 控除する金額

　1人につき

ａ 親族控除 　同居する親族（申込本人は除く）及び遠隔地扶養親族  ３８万円　×（　　　）人　＝
円

同居親族(B)さんの所得 円 円 円 円

同居親族(C)さんの所得 円 円 円 円

　申込者本人の所得 円 円 円 円

同居親族(A)さんの所得 円 円 円 円

事業収入等の方
（給与・年金以外）

　事業所得・配当所得・不動産所得等の所得（収入から必要経費を差し引いたもの。）
　保険の外交・個人（企業）年金の給付金など

注意!!
計算の対象と
ならない収入

　１　遺族年金・障害年金・生活保護の各扶助費・非課税の通勤手当額・求職者給付金（失業保険）
　　　児童扶養手当・子ども手当などの課税対象とならない収入
　２　入居契約日前までに退職する場合の収入
　３　入居資格審査日の時点で、支給額が１か月に満たない収入は「０円」とみなします。

給与収入の方 年金収入の方 事業収入等の方
（給与・年金以外）

合　　計

月額所得の算出について

　入居申込みをする場合の対象となる月額所得は、入居する方全員の一年間の所得（賞与を含む）の合計から
　公営住宅法上の控除を行った額を12か月で割ることにより得られます。
　あなたの世帯の現在の収入を確認し、以下のＳｔｅｐ１からＳｔｅｐ３の月額所得計算方法により計算してください。

給与収入の方 　給料・俸給・賃金・賞与等の支給された金額（残業手当・家族手当・皆勤手当等も含む。）

年金収入の方 　厚生年金・共済年金・国民年金等の課税対象となる年金又は恩給の支給された金額

入居世帯の所得（年額）を計算する。Ｓｔｅｐ１

控除額（世帯の状況）を計算する。Ｓｔｅｐ２

計算してみましょう。

（７～１０ページﾞを

ご覧ください。）

入居世帯の所得（年額）を計算する。Ｓｔｅｐ１

控除額（世帯の状況）を計算する。Ｓｔｅｐ２

月額所得を計算する。Ｓｔｅｐ３

計算してみましょう。

（７～１０ページを

ご覧ください。）
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6ページStep1（所得）へ（給与収入の方）

6ページStep1（所得）へ（給与収入の方）

6ページStep1（所得）へ（給与収入の方）

③

①

円 （1年間の所得）

・項目名

「給与所得（所得金額調整控除後）」

②

円 （1年間の所得）

●市町村発行の令和 6 年分総所得額を記載してある証明書（②③いずれかで確認してください）

円 （1年間の所得）

所得の計算方法

●現在の勤務先（パート・アルバイトを含みます）にいつから勤めていますか？

●勤務先発行の令和 6 年分源泉徴収票

「給与所得控除の金額（調整控除後）」

・項目名

給与収入の方

現在の勤務先に 令和5年１２月

以前に就職し、現在まで勤務し

ている場合

現在の勤務先に 令和6年１月

以後に就職し、現在まで勤務

している場合

令和 6 年分

令和 7 年度（令和 6 年分）

令和 7 年度

令和7年度（令和6年分）
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円 （1年間の所得）

6ページ所得へ（給与収入の方）

記入してある月数です。

（賞与）

（年間給与収入金額）

次に年間給与収入金額
から年間給与所得金額
を計算します。

円 ÷ か月 × 12か月 + 円 円

募集の前月が
最後の月になります。

この用紙は仮当選後申込者
に郵送します。

計算での注意
・金額のなかで1か月分に満た
ない月は除いて計算してくだ
さい。

・通勤手当等の非課税分は計
算にいれません。

給与収入の方

　　 651,000円以上 ～ 1,900,000円未満 　＝　年間給与収入金額 　－　650,000円

　1,900,000円以上 ～ 3,600,000円未満
年間給与収入金額÷4＝ A

(千円未満切捨て)
　A×2.8－  80,000円

　A×3.2－440,000円

　6,600,000円以上 ～ 8,500,000円未満 　＝　年間給与収入金額 　×　0.9　－　1,100,000円

　3,600,000円以上 ～ 6,600,000円未満
年間給与収入金額÷4＝ A

(千円未満切捨て)

　　 651,000円未満 　＝　０

※　年間給与収入金額から、年間総所得金額を計算する方法

年　間　給　与　収　入　金　額 年　間　総　所　得　金　額
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●現在の事業をいつから始めましたか？

●収支明細書（事業所得者用）
☆収支明細書は、募集月の前月までの
　12か月間（12か月にならないとき
　は今の仕事を始めてから募集月の前
　月までの期間）について自分で記入し
　ます。

ここに注意

● 令和 6 年分の所得税の確定申告の控え

６ページ Step1（所得）へ（事業収入等の方）

円 （1年間の所得）

÷ か月 × 12か月

この用紙は仮当選後申込者に郵送します。

円 円

・実績の金額ですから1円の単位まで正
　確に記入してください。
・認められる支出の項目は、確定申告に
　おいて税法上必要経費として認められ
　るものに限ります。
・明細書の内容について、書類を確認す
　る場合があります。

計算での注意
・金額のなかで、1か月分に満たない月
　は除いて計算してください。
・事業を開始した日が最近で、まだ1か月
　分に満たない場合は0円として計算し
　てください。
・1年間の所得で1円未満は切捨ててく
　ださい。

※募集の前月が最後の月になります。

記入してある月数です。

（1年間の所得）

事業収入の方

令和 5 年12月以前から

事業を始めた場合

令和 6 年1月以後に

事業を始めた場合
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R6.9月版

　　母子年金・準母子年金

❹ そのほか次のような年金
　　遺児年金・寡婦年金・老齢福祉年金

非課税のため算定の
対象にはなりません。

（収入として扱いません。）

❶ 障害の名称がつく次の年金
　　障害基礎年金・障害厚生年金・障害年金・障害共済年金

❷ 遺族の名称がつく次の年金
　　遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族年金・遺族共済年金

❸ 母子の名称がつく次の年金

円

６ページ Step1（所得）へ（年金収入の方）

2か月に1度の支給金額×6
● 公的年金等の源泉徴収票

※源泉徴収票を使用される方は右の計
　算式で計算してください。
※2種類以上の年金を支給されている
　方は、それぞれの支払金額を合計して、
　右の計算式で計算してください。

（1年間の所得）

● 所得算出表

年金収入(非課税)の方

国民年金・厚生年金･共済年金・恩給を支給されている方

令和 5 年 12月以前から

支給されている方
令和 6 年1月以後から

支給されている方

令和 6 年分 公的年金等の源泉徴収票

1,100,001円以上～330万円未満 （A)－110万円

330万円以上～410万円未満 （A)×0.75－27万5,000円

受給者の年齢 この年中の公的年金等の収入金額（A） 所得金額になおす計算式

110万円以下 0円

770万円以上～1,000万円未満 （A)×0.95－145万5,000円

年齢65歳
以上の方

年齢65歳
未満の方

130万円以上～410万円未満 （A)×0.75－27万5,000円

410万円以上～770万円未満 （A)×0.85－68万5,000円

60万円以下 0円

600,001円以上～130万円未満 （A)－60万円

410万円以上～770万円未満 （A)×0.85－68万5,000円

770万円以上～1,000万円未満 （A)×0.95－145万5,000円
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　市営住宅の資格要件 （ 特殊な事情等がある場合 ）

1 現在持ち家を所有している場合

資格確認時に現在の持ち家の「売買契約書」又は「登記簿謄本」等を提出できれば、

申込みできます。

2 これから結婚予定の方の場合

入居契約日前までに婚約者と「入籍」できる方であれば申込みできます。

3 内縁の夫または妻と申込みをする場合

資格確認時に住民票で事実婚が確認できる方（未届出の夫・妻と記載）で、

戸籍謄本で他に婚姻関係が無いことを確認できる方であれば申込みできます。

4 これから離婚予定の方の場合

資格確認時に次のいずれかの証明書類を提出できれば申込みできます。

（１） 戸籍謄本（離婚が確定している場合）

（２） 裁判所発行の「事件係属証明書」（離婚訴訟等の場合）

（３） 弁護士が発行する離婚協議中の証明書

5 １８歳未満で申込みをする場合

申込みには親権者の同意が必要となります。

詳細については、宮城県住宅供給公社東部支社募集班へお問合せください。

6 市外に住んでいる方が申込みをする場合

申込みできます。

（申込用紙等送付希望の方は、ご自身宛の「320円切手を貼付した角2判封筒（申込用紙等送付用）」と

 連絡先記載のメモ（用紙の形式は不問）を封筒に同封のうえ、東部支社へ送付ください。）

7 現在県営住宅や他の市町村営住宅に住んでいる方が申込みをする場合

次のいずれかの世帯になった場合、申込みできます。

・世帯分離（子の結婚等）のために住宅が必要となった場合

・現居住地から通院や通勤（通学は除く）に１時間３０分以上の時間を要するか、

　　又は５０㎞以上の距離がある場合

＊ 申込日現在、特殊な事情等がある場合の申込み要件 ＊

　 　　※契約日までに離婚確定の証明書類を提出できない場合は契約できません。

       ※契約日までに入籍確定の証明書類を提出できない場合は契約できません。

       ※契約日までに持ち家の所有者ではないことの証明書類を提出できない場合は契約できません。
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抽選に際しての優遇措置（当選率の引き上げ）について

 【特に居住の安定を図る必要がある世帯に対する優遇措置】
　　以下のような方法で優遇措置がとられています
　　（１）優遇対象世帯の方は抽選番号が１つ追加になります。
　　（２）一般世帯で多数回落選世帯の方は抽選番号が１つ追加になります。
　　（３）優遇対象世帯かつ多数回落選世帯の方は抽選番号が２つ追加になります。

備　考

ひとり親世帯

　身体障害者手帳（１～４級）・精神障害者保健福祉手帳（１～３級）・
　療育手帳（Ａ・Ｂ判定）の交付または障害福祉サービス受給者証・

　特定疾患医療受給者証・障害者控除対象者認定書の交付を受けている方、

　または受ける程度の方を含む世帯

　６０歳以上の方のみで構成される世帯

  （ただし、１８歳未満の方を含んでもよい。）

　・配偶者等からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、

　　保護を受けた後５年を経過していない方、または、裁判所で保護命令を

　　受けた被害者で、保護命令が出されてから５年を経過していない方

　・婦人保護施設における保護や、母子生活支援施設における保護が終了した日

　　から起算して5年を経過していない方

　・婦人相談所等（市町村における配偶者暴力相談支援担当部署も含む）による

　「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方

　　犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかで、
　次のいずれかに該当することが客観的に証明される方

　・犯罪により収入が減少し生活維持が困難となった方
　・現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために
　該当住宅に居住し続けることが困難となった方

　戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症～第６項症、または第１款症）、
　ハンセン病療養所へ入所されている方、原子爆弾被爆者、５年未満の引揚者

 【多数回落選世帯への優遇措置】

　落選された方の名簿登録

抽選で落選した方を名簿登録します。

＊ 登録順番は仮当選番号の次の番号から連番で番号を付します。

＊ 登録の有効期限は抽選月の翌月末日までとなります。

名簿に登録された方は、仮当選の方が辞退した場合に名簿順に斡旋を行います。

　連番制による抽選方式

名簿登録を行うため、連番制による抽選方式としています。

【募集戸数２戸に対し申込者が７名（抽選番号①②③④⑤⑥⑦）の場合】

抽選により出玉③がでた場合、仮当選者は③④となり、次に⑤⑥⑦①②の連番順で名簿登録します。

　　定期募集の抽選で、２年以内で２回以上落選している世帯には、抽選番号の割当が優遇されます。
　　詳しくは15ページ「多数回落選世帯への優遇措置について」をご覧ください。

　　　　 （同一世帯でも申込者が違う場合は、多数回落選者世帯として設定できません。）

落選した抽選結果通知書は、多数回落選優遇措置を受けるときに必要となりますので、大切に保管してください。

　　（落選ハガキ(写し)の添付がないとき、または枚数が不足しているときは抽選優遇措置を受けることができません。）

　該当される方は、

申込用紙の抽選優遇

資格確認欄の該当す

る箇所を○で囲んで

ください。

生活保護受給世帯 　申込日現在、生活保護を受給している世帯

配偶者等からの
暴力被害者

※優遇対象世帯の項

目に複数該当されて

も、抽選番号は１つ追

加になります。

犯罪被害者等

　ただし、申込用紙の抽選優遇資格確認欄に丸印がない場合は、優遇措置を受けられません。

世 帯 区 分 要　　　　　件

優
　
遇
　
対
　
象
　
世
　
帯

　戸籍上配偶者がなく、現に２０歳未満の子を扶養している世帯

障害者世帯

高齢者世帯

戦傷病者等世帯
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（ハガキ部分もご記入ください）

□　Ｆ 186,001 ～ 円
 　　　８．多数回落選世帯 ２年以内で２回以上落選している世帯。（落選したハガキのコピーを裏面に添付してください。） 214,001 円以上は，申込みできません。

158,000 円

 ７．戦傷病者世帯
戦傷病者手帳の交付を受けている方。ハンセン病療養所へ入所されている方。原子爆弾被爆者。
５年未満の引揚者。

子供たちも成長し，２DKでは狭くなったため

□　Ｅ 158,001 ～ 186,000 円

 ６．犯罪被害者等
犯罪により収入が減少し生活維持が困難となった方や現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われた
ために該当住宅に居住し続けることが困難となった方 （住宅に困っている理由を具体的に記入してください。） □　Ｄ 139,001 ～

円

　　　７．その他の理由で困っている。 □　Ｃ 123,001 ～ 139,000 円

104,000 円
 ５．配偶者からの
 　　暴力被害者◆

配偶者からの暴力被害者で，婦人相談所で保護を受けているか，保護を受けた後５年を経過していない方。
または裁判所で保護命令を受けた被害者で，保護命令が出されてから５年を経過していない方

　　　６．現在の住宅の環境が著しく悪い。

裁
量
階
層

□　Ｂ 104,001 ～ 123,000

申込日現在，生活保護を受給している世帯 　　　５．家族が増えて現在の住宅では狭い。 一
般
階
層

□　Ａ 0 ～

214,000

身体障害者手帳（1～４級）・精神障害者保健福祉手帳（１～３級）・療育手帳（A～B判定）の交付または障害福祉サービス
受給者証・特定疾患医療受給者証・障害者控除対象者認定書の交付を受けている方、または受ける程度の方を含む世帯 　　　２．居住困難な同居または間借りをしている。

③ 12 132,500

③（年間総所得額） 159 万
円－ ＝

　　　１．収入に比し過大な家賃の支払いを余儀なくされている。

優
遇
対
象
世
帯

 1．ひとり親世帯 戸籍上配偶者がなく（　　　年　　　月に死別・離婚・未婚）現に２０歳未満の子を扶養している世帯 （該当する番号を１つ○で囲んでください。）

① ②

　  　　該当する番号を○で囲んでください。
  　　　（番号に○印が無い場合は、優遇措置を受けられません。） 住 宅 に 困 っ て い る 理 由 ①世帯所得額計 375 万

円

（月額所得額）÷ ＝
 ３．高齢者世帯 60歳以上の方のみで構成される世帯（ただし，18歳未満の方を含んでもよい。） 　　　３．婚約中であるが住宅がなく結婚ができない。

　　　４．正当な立ち退き要求を受け適当な立ち退き先がないため。 家賃ランク 月額所得額
 ４．生活保護受給世帯

 ２．障害者世帯

万
円（氏名） 女

②控除額計 216 万
円抽選優遇資格確認欄

遠隔地
扶養

（フリガナ） 男 万
円

万
円（氏名） 女

（フリガナ） 男 万
円

Ａ

（フリガナ） 男 万
円

万
円

78 万
円

療 育
平成22．７．２０ 中学生（氏名） 宮城　　夏子 女

万
円平成19．９．２４ 高校生

（フリガナ） ミヤギ ナツコ
長女

男
○

（氏名） 宮城　　春夫 女

万
円

万
円 63

65 万
円

身 体
昭和５２．１０．５ 無職 H27.3.31

万
円 ３ 級

1
3

（氏名） 宮城　　太郎 女

（フリガナ） ミヤギ アキコ
妻

男
入
居
す
る
親
族

○
（氏名） 宮城　　秋子 女

（フリガナ） ミヤギ ハルオ
長男

男
○

（氏名） 女

万
円昭和４７．８．１２ (株)上杉会計事務所 H21.1.24 375 万

円 10
（フリガナ） ミヤギ タロウ

本人
男

○

勤　務　先　名
採用年
月日

退職年
月日

フ　リ　ガ　ナ
続柄 性別 生　年　月　日 年齢 控除額

「申込者」及び「入居する親族」が
所有している持ち家の有無

（　　　　有　　　・　　　無　　　　）

□持ち家（所有者名：　　　　　　　　　　続柄：　　　　　　　　　　　　　　）

□県市町村営住宅（名義人：　　　　　　　　　　　　）

□UR・公社住宅

□アパート（賃貸マンション）□戸建借家

申込住宅・型式･階数
※1戸のみ記入

障害の種別

氏　　　　　名 等級
所得の種類

（○で囲んでください）
所得額 控除の種類

（○で囲んでください）

初めて 2

（携帯） ０８０－１２３４－５６△△

（会社）

住　　宅　　名 型　　式 希望階数 希　　 望
郵 送 先

９８６－０８１５
〒

０２２５－２１－３２△△

日本以外の国籍：（　　　　　　　　　　）
石巻市中里○○丁目○番○○号　△△アパート１０１号室　上杉様方

鹿妻① ３ＤＫ 4階
現 在 の
住居状況

入籍予定日　： 年　　　　月　　　　日
石巻市中里○○丁目○番○○号　△△アパート１０１号室

回目氏名 宮城　秋子 無
前回の申込確

認

住宅申込用紙記入例
石巻市営住宅申込用紙

石巻市長 殿

募集分 フリガナ ミヤギ タロウ 性別

連絡先電話番号
募集申込年月 令和 〇 年 〇 月 （自宅） ０２２５－２１－００△△

申込者氏名
□改良 □特別割当 □ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

太 郎
□

　 間取り ： 　　　　　２ＤＫ 家賃額 ： 60,000 円

募集住宅の区分

□一般 □身体障害者向

住民票住所
９８６－０８１５

□事故等 □多家族向指定 □災害公営 〒

宮 城□若年者割当
男 女

□

階段昇降支障
（○で囲んでください） 有

給与

年金
事業

給与

年金
事業

給与

年金
事業

給与

年金
事業

給与

年金
事業

給与

年金
事業

給与

年金
事業

希望される住宅の階数を選んでください。

（「定期募集一覧」に記載している階数を選んでく

ださい。）
別紙「定期募集一覧表」から選定のうえ、申込みをされる住宅の
区分にチェックを付けてください。

遠隔地にいる大学生の子などの同居しない扶養者がいる場合、その方
も控除に加えることができます。

抽選優遇世帯に該当され、抽選優遇を希望される方は該当
する番号を○で囲んでください。（記入がない場合は優遇さ
れません）

入居契約日前までに退職する場合や入居資格審査日時点で支給額
が１か月に満たない場合は「０円」で計算することができます。

所得計算例のページを参照して、所得額を
記入してください。

控除額の説明記載のページを参照して、控
除の種類を○で囲み額を記入してくださ
い。

障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方

は、必ず記入してください。

今までに申込みをされた回数を記入してく
ださい。初めて申込みされる方は○で囲ん
でください。

※赤枠の中のみ記入してください。

レ

レ

レ
レ

※特定公共賃貸住宅への申込みには、専用の申込用紙が必要となります。

ご希望の場合は東部支社（0225）85-0296へご連絡ください。

親族 老扶 普障

特障 寡婦 振替

親族 老扶 普障

特障 寡婦 振替

親族 特扶 老扶 普障

特障 寡婦 振替

親族 特扶 老扶 普障

特障 寡婦 振替

親族 特扶 老扶 普障

特障 寡婦 振替

ひとり親

特扶

特扶

ひとり親

ひとり親

ひとり親

ひとり親

親族 特扶 老扶 普障

特障 ひとり親 寡婦 振替

○

老扶 普障

特障 寡婦 振替

特扶

ひとり親



－ －

－ －

仮当選(　　　　階) ※抽選番号の数についての詳細は、「応募の
手引き」や同封のチラシなどでご確認くださ
い。

されましたのでお知らせいたします。
名簿登録

名簿登録順位
仮当選順位

（空き待ち）

(

多
落
①

)

(
多
落
②

)

(

多
落
①

)

(

多
落
②

)

(

多
落
③

)

(

多
落
④

)

(

多
落
③

)

階 数

(

多
落
④

)
(

優
遇

)

公社受付印

型 式 ３ＤＫ 階 数 4階 型 式 ３ＤＫ

氏名 宮 城　太 郎 様

切
り
と
ら
な
い
で
ご
提
出
く
だ
さ
い

氏名 宮 城　太 郎 様

令 和 〇 年 〇 月 募 集 抽 選 結 果 通 知 書 令 和 〇 年 〇 月 募 集 抽　選　番　号　票

申 込 住 宅 名 鹿妻① 住宅 申 込 住 宅 名 鹿妻① 住宅

4階

抽
選
番
号

(

優
遇

)

公社受付印

抽
選
番
号

0 8 1 5

上杉様方 上杉様方

1 5

切
り
と
ら
な
い
で
ご
提
出
く
だ
さ
い

切りとらないでご提出ください 切りとらないでご提出ください

郵　便　は　が　き 郵　便　は　が　き

８５円切手
を貼って
ください。

　　『多数回落選者世帯に対する優遇措置』

石巻市中里○○丁目○番○○号 石巻市中里○○丁目○番○○号住所 住所
の適用を受ける方は、２年以内で、抽選の結果２回

以上落選した方（名簿登録者で住宅を斡旋されな

かった方）が対象となります。

　仮当選や住宅の斡旋を辞退された方は、多数回

落選カウントが０に戻ります。

△△アパート１０１号室 △△アパート１０１号室

1
4

9 8 6 0 8
８５円切手
を貼って
ください。

9 8 6

上杉様方 上杉様方

宮 城　太 郎 宮 城　太 郎

8 1 5

氏名 様 氏名

石巻市中里○○丁目○番○○号 石巻市中里○○丁目○番○○号

1 5 9 8 6 0

△△アパート１０１号室 △△アパート１０１号室

様

9 8 6 0 8

希望される受取先の郵便番号、住所、氏名

を４か所にはっきりと記入してください。

（現住所と違うところでも、かまいません

ので、郵便物が確実に届く場所を記入して

ください。）

８５円切手を２枚必ず貼ってください。

申込みされる住宅名・型式・階数を記入し

てください。

募集年月を記入してください。

※赤枠の中のみ記入してください。



多数回落選世帯への優遇措置について

※多数回落選世帯：定期募集の申込時期から起算して過去２年以内で２回以上落選している世帯をいいます。

1.抽選番号（抽選玉の数）について

定期募集の抽選で、２年以内に２回以上落選している世帯には、抽選番号数（抽選
玉の数）を最大4つ追加します。

　※優遇世帯：ひとり親世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護受給世帯、配偶者等からの暴力被害者、
　　 犯罪被害者等、戦傷病者等世帯など、特に居住の安定を図る必要がある世帯をいいます。

2.注意事項（大切なこと）
申込用紙に「落選はがきの写し」の添付がない時や枚数が不足している場合には、
優遇が受けられませんので、必ず添付してください。また、落選はがきの原本を添
付されるとお返しできないので、申込用紙の裏面には必ず「落選はがきの写し」を
添付してください。

・多数回落選で優遇措置を受けられる方

※落選はがきの写しが無い方は、優遇措置を受けられません。

石巻 太郎

災害公営
●●復 1L 1

石巻市●●町▲▲-◆

● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

２

石巻 太郎

災害公営
●●復 1L 1

石巻市●●町▲▲-◆

● ●

● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

３

20152011

2019

2051 2059

2061 2063

● ●

落選はがきの写しが複数
枚ある場合は、図のよう
に重ねて、のり付けして
もかまいません。後ろの
落選はがきの写しが、確
認できるよう注意し貼り
付けてください。

【一般世帯】1つ 【優遇世帯】2つ
【多数回落選】最大４つ追加（落選回数に応じて変わります）

落選回数 － 1回 2回 3回 4回 5回以上

一般世帯 ① ① ①② ①②③ ①②③④ ①②③④⑤

優遇世帯 ①② ①② ①②③ ①②③④ ①②③④⑤ ①②③④⑤⑥

仮当選順位が空欄で、名簿
登録順位（空き待ち）に番
号が書いているはがきが
「落選はがき」です。

85 85

15


